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今回のベースアップでも職責を重視した所定昇給額を算出基礎に用いられたことから大きな差が生じました。また、物価上昇分にも追いついていません。さらに夏季手当について

も、会社は「直近の業績を見て判断する」と繰り返し述べたにもかかわらず、２.７ヶ月の低額となったことは誰もが納得できるものではありません。 

全社員が支給対象とされない都市手当や、実施時期に期ずれのある処遇改善まで含み「６％の賃上げ」と公表しました。交渉で会社は「多く見せる・高く見せることは当社の魅力

として示すためであり問題ない」と平然と回答し、今まで奮闘してきた組合員・社員を欺き、蔑ろにする経営姿勢が明らかになりました。そのような経営姿勢を認めることはできま

せん。 

 

「２０２４年度賃金のベースアップ」にあたっては、物価上昇に負けないベースアッ

プの実現と、赤字決算を経験した中でも、様々な施策を担い黒字基調を堅実なものにし

てきた私たち労働者の努力に応えるべく、働きがい・生きがい・心の豊かさを実感できる

環境・労働条件の実現を求めてきました。職場では組合員自らの要求根拠をつくりあげ

2024 年 3 月 25 日（月） 

第 4 9 号 
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る輸送サービス労組運動として定着した一根拠運動を基礎に運動をつくり出してきまし

た。申27 号・申31 号と、ベアと夏季手当は議論を分けて団体交渉に臨み、真摯かつ

誠実に向き合い、職場からの声を訴えてきました。労使の建設的な議論を経て、３月８日

第４回団体交渉において会社より回答を受けました。 
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係職１等級・・・2.000円 

係職２等級から主任職２等級・・・3,000円 

主務職、主幹職 A・B、技術専任職・・・2,000円 

基準内賃金の 
（エルダー社員：基本賃金の） 

全社員一律 

（エルダー組合員を含む） 
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2.7  

所定昇給額の増額 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

確
認
し
た
労
使
共
通
基

支給水準（令和６年度の新賃金・夏季手当のポイントより） 



 

 


